
1　基本方針

　市が掲げるまちづくりの4っの視点のうち、　「教育の充実」の更なる推進を図るため、学

校規模の適正化や遠距離通学の見直しをはじめとする教育行政のさまざまな課題について、

今年度新たに設置された教育企画課において、専門的に研究・検討を進める。

2　事業内容

（1）望ましい教育環境実現に向けた学校規模の適正化

　　　平成21年5月に新発田市教育制度等検討委員会がまとめた「新発田市教育制度等の

　検討について（報告）」の提言を受け、市教育委員会では、平成22年3月に「新発田

　　市立小・中学校の望ましい教育環境に関する基本方針」を策定した。

　　　同基本方針においては、一定規模の人数の中で、仲間づくり、学習活動、スポーツ及

　　び学校行事等を通じて、自ら学び考える力や健康で豊かな心を磨き、活気あふれる学校

　　生活が送れることが望ましい教育環境であると考え、具体的な学校規模を「学級数につ

　　いては、クラス替えができる1学年2学級以上、学級人数については、1学級20人以

　　上が望ましい」としており、その実現に向けて取り組んでいく。

　　【具体的な取り組み】

　　　①豊浦中学校区統合小学校整備事業

　　　　　令和3年4Aに中浦、天王、荒橋及び本田小学校の4校が統合し、新たに豊浦小

　　　　学校として開校する。今年度は、校舎の増改築工事（6教室及びエレベーター等）

　　　　や駐車場の整備工事を進めるとともに、通学バスの運行準備を行う。また、教職員

　　　　準備委員会と連携し、開校に向けた必要備品等整備を進める。

　　　②七葉小学校整備事業

　　　　　令和3年4月に菅谷小学校及び七葉小学校の2校が統合し、新たな七葉小学校と

　　　　してスタートする。今年度は、統合に伴い変更となる通学バスの運行体制の整備を

　　　　進めるとともに、教職員準備委員会と連携し必要備品等の整備を行う。

　　　③紫雲寺中学校区における取組

　　　　　紫雲寺中学校区（紫雲寺、米子及び藤塚の3小学校）においては、学校規模の適

　　　　正化に向けて、保護者や地域に対して理解と機運の醸成を働きかけていく。

（2｝学校統合に伴う課題の検討

　　学校規模の適正化を実現するため進めてきた学校統合に伴い、閉校施設が増加してお

　り、全庁的な課題となっている利活用について、市長部局と連携しながら検討を進める。

　　また、将来にわたって安定的に給食の供給を図るため、調理場の業務形態の見直しと

　併せて、再編整備についても検討を進める。

（3）そのほかの企画・政策的課題の研究・検討

　　市内小中学校の通学支援にっいて、多様な支援方法・対象が存在している現状を踏ま

　え、地域間の均衡を保つとともに、地域や学校の実情に合ったものとなるよう改善の必

　要性を検討する。また、教職員の働き方改革と子供たちと向き合う時間の確保の観点か

　ら、学校給食費の公会計化に向けて、先進事例の調査・研究を進める。
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1　基本方針

　新発田市は、令和2年度を初年度とし令和9年度を最終年度とする「新発田市まちづくり総合計画」

で、将来都市像として「住みよいまち日本一　健康田園都市・しばた」を掲げている。それを実現する

ための四つの視点の中の一つが「教育の充実」である。

　今後、予測困難な時代を生きる子どもたちに、自ら課題を見付け、自ら学び、判断する力である「生

きる力」を育むことは、非常に重要であり、持続可能なまちづくりの根本となる。新発田の歴史、自然、

文化、産業等の地域教材は、新発田への誇りと愛着を育み、汎用的な資質・能力の育成へとつながる。

　新発田には、「しばたの人」に育まれた「しばたの心」が存在する。「しばたの心」とは、人に敬意を

払い、人を大事にする心、言わば、「ひとを第一に考え、大事にする心」である。そこで「しばたの心継

承プロジェクト」を推進し、キャリア教育に重点を置ぐ。

　　望ましい教育環境の実現と教育の質的向上に加えて、学校・家庭・地域が教育の目標を共有し連携・

協働した教育を展開することが不可欠である。これを受け、市教育委員会は「ひとが第一一、ひとが大事、

新発田の教育」を基本方針とし「新発田市学校教育の指針」を策定する。

2　重点施策

　Cl）　「新発田市学校教育の指針」に基づく学校教育の推進

　　　指針の趣旨に基づき、学校・家庭・地域の「連携」による開かれた教育課程に基づいた教育
　　　を推進する。

　ω　「学力の向上」の取組の推進

　　　全国学力・学習状況調査の結果では、小学校は全国平均を上回り、rlコ学校は全国平均と同等、

　　　または、上回っている。この成果をより確かにする必要がある。そのために、指導と評価の一体化

　　　を図り、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた「分かる、できる、楽しい授業づくり」に取り

　　組む。加えて、学力検査の結果の分析・考察やWeb配信集計システムを活用し、全校体制で学力向

　　上を推進する。

（3）　「豊かな心」の取組の推進

　　　いじめへの適切な対応、不登校解消は大きな課題である。そのために、職員間の情報共有と全校

　　体制による即時対応と継続的な指導を確実に行う。また、多面的・多角的に考え、議論する道徳科

　　　を要とした道徳教育の充実を図り、家庭、地域と連携した教育活動を展開する。

ω　「健やかな体」の取組の推進

　　　子どもを取り巻く生活環境の大きな変化や想定を超える自然災害の発生などに対応し、自ら

　　　の健康を保持増進し、命を守る行動がとれるようにする必要がある。そのために、運動の楽し

　　　さを味わわせ、健康や安全に対する関心を高める体育の授業や環境の整備に取り組む。また、

　　家庭、地域と連携した生活習慣改善の取組や防災教育を推進する。

　m　人権教育、同和教育の推進

　　　　人権教育の中核として同和教育の視点から課題解決を図る。そのために、全ての小中学校で「か

　　　かわる同和教育」を実践する。また、偏見や差別を許さない人権感覚を育てる同和教育の授業の充

　　実のため、研究委託校を指定してその成果を各校の指導力向上に役立てる。

（G）しばたの心継承プロジェクトの推進

　　　新発田の歴史、文化、自然、産業等に関する学習を通して、そこに携わる人の思いを知り、

　　新発田への愛着と誇りを育む。

c7）特別支援教育の充実

　　　特別な支援が必要な児童生徒の増加、個々の教育的ニーズの多様化に対応する必要がある。その

　　ために、「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」に基づく指導や合理的な配慮の提供など個に応

　　　じた支援の充実を図る

　｛fi）食育の推進

　　　　「食とみどりの新発田っ子プラン」を推進し、「育てる・作る・食べる・返す」という「食のサ

　　イクル」を学び、「生きる力」や豊かな情操を培い、健康で心豊かな人材を育成する。

〔g）学校保健の充実

　　　子どもや教職員の健康診断を定期的に実施し、健康への関心を高め、さらに安心して学べる学校

　　環境の整備に努める。
（1・｝研究委託校の指定

　　　教育上の諸問題について、実践研究を行い、その成果を市内各校の教育0）充実、向上に役立てる。
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　市民の願い

道学共創

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　3学校教育の指針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）全体図

　　　　　ひとが第一、ひとが夫事新発田の教育　新発田市教育委胎

【目指す子どもの姿】新発田への愛着と誇りをもち、夢や希望に向かって、学び続ける子どもi

⊥

？

授業スタンダードの自校化による主体的・対話的で深い学びの実現に向けた「分かる、できる、楽しい授業」づくり

学びに向かうカ、人間性等の酒養

○課題をよりよく解決しようと主体的に学ぶ態度の

育成
知
　　　徳　　　　体

Oいじめをしない、許さない、自他の命を大切にし
ようとする心の育成

O運動に親しむとともに、健康で安全に過ごすた

めに進んで取り組もうとする態度の育成

知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成

特別支援教育

○言語活動（聞く・話す・書く等）の充実を図り、根拠や理由を明確にして

共に考える力の育成

○自己を見つめ、多面的・多角的に考え、議論する道徳科を要とした、自

他共により善く生きるための主体的な判断力の育成

○運動や健康、安全、自然災害に対する正しい知識や技能を基に、体

力や健康の保持増進や命を守るための実践的な力の育成

　　　　　　　　　ふるさとへの愛着と誇りを育む「しばたの心継承プロジェクト」

○新発田のよさやそこに携わる人の思いを知り、それらを大切にし、かかわろうとする心や態度の育成

8醸騒麟雛蓮罐鑛妄閨摺糟鑛彗離i議育成センター．あかたにの家との取組

O個々の特別な教育的ニーズに応じた、指導・支

援の充実や合理的配慮に留意した支援の充実

△
特色ある新発田の教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽
人権感覚を高める「人権教育、同和教育」 ▽

組織による実践

O合意に基づいた実践サイクルの実施

　　　　　　実態把握と分析

！（一合意形成一）、

全校実践　仁⇒目標設定

Oいじめ、不登校、問題行動等について、職員間の

情報共有と全校体制による即時対応、継続的な指

導と評価の実施

幼・保・こども園からの中学校までの円滑な連携

自立の基礎を培う幼児教育

O「育みたい資質・能力」や「育ってほしい姿」を踏ま

えた学びと生活の連続性を図る教育課程の編成
O友達とのかかわりを軸とした教育活動による、身
の回りのことに意欲的に取り組む子どもの育成

生きる力を育む「食とみどりの新発田っ子プラン」

○同和教育の視点に立つ教育の推進（「かかわる同和教育」の実践）　　　　　　　O食のサイクル（育てる、作る、食べる、返す）に基づいた食育の推進
○人の心の痛みが分かり、差別や偏見を許さない態度を育成する授業づくりの推進　　O豊かな情操を培う体験的な教育活動の展開

L． ＿．一．．．一＿＿＿」



3　学校教育の指針

（1）全体図　前頁に掲載

②指針の構成

　　国・県の学校教育の方針に加えて「新発田市まちづくり総合計画」に示された「教育充

　実」を踏まえ、「新発田市学校教育の指針」を構成した。この指針で示される意図を子どもたちの

　教育に携わる教職員が具体的にとらえて、教育実践の工夫改善に努める。

　①市民の願い「道学共創」i

　　　「道学共創」は、新発田藩の学問所の講堂である「道学堂」に由来する「道学」・と新発田市の

　まちづくりの理念「共創」　3を結び付けた新発田市の造語で、その意味は、人としての学びを深

　め、互いに尊重し、協働して未来を創造することである。

　②「ひとが第一、ひとが大事、新発田の教育」が求める子どもの姿

　　「道学共創」に込められた願いを受け、新発田市の子どもに期待することは、人に対して　敬意を

　払い、人を第一に思い人を大事にする「しばたの心」をもって、自ら学び続けることである。これ

　を具体化した子どもの姿が、「新発田への愛着と誇りをもち、夢や希望に向かって、学び続ける子

　　ども」である。「しばたの心」を継承して、新発田への愛着と誇りもちながら、自己実現に向けて

　　自ら学びを深め広げていく姿である。この姿の実現に向けて、学校、家庭、地域が連携してその実

　現に取り組むという指導の方向を示している。

　③学校・家庭・地域の連携による開かれた教育課程の編成・実施・評価・改善

　　各校、園が子どもや地域の実態を基に、育成を目指す資質・能力を家庭・地域と共有して　教科

　横断的な視点から教育課程を編成し家庭、地域との連携と協働で実施する。教育課程の実施状況や

　実施に必要な人的、物的な体制の確保について評価、改善することで教育活動の質の向上を図る。

　　こうしたカリキュラム・マネジメントの実施により、学校や園の運営の根本である子どもの安全と

　安心、保護者、地域の信頼を確かなものとし、目指す子どもの姿に向けた教育を充実させる。

　　〈主な取組〉

　（ア）

　（イ）

　（ウ）

　（エ）

　（オ）

※1

学校関係者評価委員会の組織と実施

「新発田の学校教育」発行事業

教育広報誌への記事掲載（年2回）

学校支援地域本部事業（2中学校区で実施）（学校運営協議会制度の規則整備）

教育相談事業

　　　新発田城三階櫓・辰巳櫓が復元された際、櫓の鯖5基、鬼瓦5枚に10の願文がそれぞれ刻まれ

　　た。その中の一っが「道学共創」。

※2　「道学」とは、人としての正しい生き方を学ぶということ。

※3　「共創」とは、一人一人異なる存在の人間が、協働的に活動していくところに価値を見いだす

　　ことが根本であるということ。
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③　新発田市学校教育の重点内容と主な取組

　　重点内容は、教育活動推進の「知・徳・体　育成を目指す資質・能力」「特別支援教育」「組織に

　よる実践」「特色ある新発田の教育」、「幼児教育」で構成する。各学校や園においては、これらの

　趣旨を具体的に受け止めるとともに、教育活動、運営活動の精選、重点化を図り、当市及び自校の

　教育課題解決に努める。

　①「知・徳・体育成を目指す資質・能力」

　　目指す子どもの姿の実現に向け、育成を目指す資質・能力を明らかにするとともに、　「知」

　「徳」「体」の面から整理して示した。育成を目指す資質・能力を子どもに身に付けさせる上で、

　知、徳、体の教育活動の全てで、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた「分かる、できる、楽

　しい授業」づくりが不可欠である。「新発田市授業スタンダード」を活用して各校で進められてき

　た授業改善の成果を基盤に、学校や子どもの実態により応じたものになるように自校化して授業改

　善を進める。

　【知　育成を目指す資質能力】

　　○学びに向かう人間力

　　　課題をよりよく解決しようと主体的に学ぶ態度の育成

　　○知識及び技能　思考力・判断力・表現力等の育成

　　　言語活動（聞く・話す・書く等）の充実を図り、根拠や理由を明確にして共に考える力の育成

　　　知育では、問題解決に必要な知識や技能を獲得させ、根拠や理由を明確にして考えを伝え合っ

　　て思考する力を育み、主体的に学ぶ意欲や態度を育成する。そのためには、基礎的・基本的な

　　知識及び技能の習得が必須である。これを基盤として、子どもから問いを引き出し、言語活動

　　（聞く、話し合う、説明する、書くなど）の充実を図って、互いの考えを理解し合いながら自

　　分の考えを広げたり深めたりできるよう授業改善を進める。

　　〈主な取組〉

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

（ク）

（ケ）

（コ）

「令和2年度新発田市学校教育の指針」作成と発行

小学校、中学校教育研究事業

小学校、中学校校長教頭研究協議会支援事業

小・中学校、幼稚園教諭指導推進事業（指導主事9名）

NRT（小学校2年生～中学校）の実施、分析研究

三市北蒲原郡地区理科教育センター運営事業

小学校、中学校補助教員派遣事業

小・中学校、幼稚園教諭指導推進事業（指導主事9名）

中学校学力向上推進事業（各種研修）

小学校学力向上推進事業（外国語、ICTなど各種職員研修）

一 18一



【徳　育成を目指す資質能力】

　○学びに向かう人間性

　　いじめをしない、許さない、自他の命を大切にしようとする心の育成

　○知識及び技能　思考力・表現力等の育成

　　自己を見つめ、多面的・多角的に考え、議論する道徳科を要とした、自他共によりよく

　生きるための主体的な判断力の育成

　　徳育では、道徳科を要として、多面的・多角的に考え、互いの考えを理解し合いながら

　よりよく生きるための主体的な判断力、いじめをしない許さない心、自他の命を大切にしよう

　とする心を育成する。そのために、道徳科の授業改善を進めると共に、道徳科との関連を図り

　ながら、学級活動や異学年交流、地域交流等の教育活動を展開し、相手に対する思いやりや感

動する心、自己有用感を育てる。また、SNSやインターネット等によるいじめ、非行の加害

や被害者にならないための情報モラル等の指導を行う。

〈主な取組〉
（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

（ク）

（ケ）

新発田地区小中学校警察連絡協議会参画事業

不登校児童生徒適応指導教室運営事業（指導員4名）

スクールカウンセラー学校派遣事業（全小中学校）…　　県事業

サポートネットワーク事業（相談員4名、指導員5名）

「子どもにかかわる緊急連絡網」（協力関係団体あり）

地域での健全育成活動「中学校区単位青少年健全育成協議会」

スクール・ソーシャル・ワーカー（SSWr）の派遣事業

電話による「悩み相談」事業、「子ども教育相談」事業

いじめ防止対策事業（CAPプログラムを市内全小学校5年生、中学校1年生、保護者、教職

　　員を対象に実施）

（コ）　「生きる」シリーズの積極的活用

【体　育成を目指す資質能力】

　○学びに向かう人間性

　　運動に親しむとともに、健康で安全に過ごすために進んで取り組もうとする態度の育成

　○知識及び技能　思考力・表現力等の育成

　　運動や健康、安全、自然災害等に対する正しい知識や技能を基に、体力や健康の保持増

進や命を守るための実践的な力の育成

　　体育では、運動や健康、安全、自然災害等に関する正しい知識や技能を身に付け、体力

や健康の保持増進や自然災害等から命を守る実践力を育成し、健康で安全に過ごそうとする態

度を養う。そのために、体育科の授業改善や家庭と連携した健康・体力の実態把握に基づいた

生活習慣の改善やメディア接触コントロールなどの健康の保持増進の指導に取り組む。

　　また、災害に備えて新潟県防災教育プログラムに取り組むと共に、学校や地域の実態に

応じて「あかたにの家」での体験的な活動や地域や保護者と連携した防災訓練等に取り組む。

〈主な取組〉

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

市立小中学校児童生徒の体力実態の調査

小学佼、中学校体育連盟支援事業

市歯科保健推進校（全小学校）＊年2回歯科健診実施他

全国学力学習状況調査等の結果の活用

「体力向上1学校1取組」の実践

新発田市防災教育推進事業
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②特別支援教育

　【個々の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実】

　　子ども一人一人の教育的ニーズの確実な把握に基づいた「個別の指導計画」「個別の教育支援計

　画」による指導に留意した支援の充実を図る。そのためにも、校内委員会を中核とした全教職員に

　よる校内支援体制の充実と、合理的な配慮、支援ネットワークの活用により支援を充実させる。ま

　た、互いを正しく理解し、共に助け合うための「交流及び共同学習」

　を推進する。

③組織による実践

　【合意に基づいた実践サイクルの実施】

　　「知・徳・体　育成を目指す資質・能力」の達成に向け、職員の合意を得ながら実践を進める。

　そのためには、各種調査結果や見取り等の分析、結果に基づいた目標の設定と具体的な計画の立

　案、全校体制での実践とその徹底、という実践サイクルを回すことが重要である。その際、全職員

　が実践サイクルのそれぞれの過程にかかわったり、職員間で情報交換を行ったりして、職員の意思

　統一ができるように常に合意形成を図ることで実践の効率と実効性を高める。

　【いじめ、不登校、問題行動等について、職員間の情報共有と全校体制による即時対応、継続的な

　　指導と評価の実施】

　　いじめ、不登校、問題行動等への対応のポイントは、職員が一人で問題を抱え込んでしまわない

　ように、校内いじめ対策委員会等の校内委員会の組織を整え機能させることが重要である。これを

　中核にして、「いじめ防止基本方針」等の内容にっいて子ども、保護者、地域にもその内容や相談

　の窓口等を周知し、早期発見と即時対応につなげる。問題の解決にあたっては、職員間の情報共有

　を図ると共に、保護者との連携に加えて、校長の適切な判断により、市教委や専門機関とも連携し

　解決を図る。また、問題等が解消したと早急に判断せず指導の経過を複数名で検証しながら継続的

　な指導を行う。学校評価の機会を活用し、これらの対応が組織的に行われているか、実効性を伴っ

　て確実に行われているか等、評価し改善していく。

　【幼・保・こども園から中学校までの円滑な連携】

　　幼・保・こども園と小学校、小学校と中学校の連携に努め、長期間を見据えて児童生徒の学びや

　発達に則した教育の充実を図る。

　〈主な取組〉

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

特別支援教育推進事業

小学校、中学校教育運営事業（介助員派遣）

スクールサポート事業（学校支援ボランティア、日本語指導員等）

三市北蒲原郡特別支援教育推進地区協議会運営事業

教育支援委員会運営事業

小学校、中学校補助教員派遣事業
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③　特色ある新発田市の教育

　　歴史と文化に富む新発田市では、将来の新発田市民である幼児・児童・生徒の素養をさらに

　磨くために次の3点を重点的に取り組む。

　　「しばたの心継承プロジェクト」では、ふるさと新発田への愛着や誇りを育てる教育活動を

　学校教育と社会教育の両面から支援する。「人権教育、同和教育」では、差別や偏見を許さない

　という新発田市民の強い意志を受け継ぐ幼児・児童・生徒を育てる。「食とみどりの新発田っ子

　プラン」では、新発田の豊かな自然を背景とした食の循環に関する実践や新発田の食に関する

　文化、産業を学ぶ教育活動を支援する。

ア　ふるさとへの愛着と誇りを育む「しばたの心継承プロジェクト」

　　新発田の歴史、自然、文化、産業等に関する学習を通して、新発田のよさやそこに携わる

　方々の思いを知り、新発田への愛着と誇りを学校教育と社会教育の両面から育む，そのため

　に、総合的な学習の時間等の取組を3つの視点から工夫する。

【視点1　体験活動の工夫と意味付け】

　　しばたの心継承プロジェクト単元として意味付ける。そして、新発田の歴史、自然、文化、

　産業等のそのもののよさや、それらに携わっている人々と出会い、その思いに直に触れるよう

　に工夫することで、新発田のよさや素晴らしさ、抱える課題についてより広く深く学べるよう

　に活動を工夫する．

【視点2　取組の発信と見える化】

　　学びを保護者や地域などに発信する場や方法を工夫し、子ども自身の学びを深め、意識化を

　図るとともに、保護者、地域の方々にも取組が見えるようにすることで、しばたの心を継承し

　ていく取組への気運を高める。

【視点3　社会教育との取組】

　　社会教育（中央図書館、各地区公民館、歴史図書館、文化行政課、青少年健全育成センタ

　ー、あかたにの家）と両面から学びの場や機会を広げる。

〈主な取組〉

　（ア）　しばたの心継承プロジェクト事業

　（イ）　キャリア教育年間指導計画の整備と見直し

　（ウ）　「進路の手引き」の編集作成

　（エ）職場体験学習の推進

イ　人権感覚を高める人権教育、同和教育

　　　「人の痛みが分かり、差別や偏見を許さない」という意識と態度を子どもの生活全般に浸透

　させる。さらに、教職員の「学び直し」や劃r」の現実に学ぶ現地研修等を実施し指導力の向上

　に努めると共に「かかわる同和教育」の実践を通して人権尊重の心を育てる。
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〈主な取組〉

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

（カ）

（キ）

（ク）

同和教育推進事業

同和問題PTA講座開催事業

識宇学級開催事業

新潟県同和教育研究協議会参画事業

「生きる」シリーズの積極活用

ふれんどすく一る事業（小学生）

学習教室（小・中学生）

同和教育研究委託事業（川東小学校〔二年次〕藤塚小学校〔一年次〕）

ウ　生きる力を育む「食とみどりの新発田っ子プラン」

　　各学校・園の工夫により豊かな情操を培う体験的な教育活動を展開する。学校・家庭・地域

　の連携による食のサイクルに基づいた食に関する知識や理解を深め、実践力を育成（食育の実

　践）すると共に地域の歴史、文化、自然や産業等を通して環境教育を推進する。

〈主な取組〉

　（ア）食とみどりの新発田っ子プラン推進事業（幼稚園、小学校、中学校）

④自立の基礎を培う幼児教育

　　9年間の義務教育の基礎を培う場が幼稚園、保育園、こども園の生活である。したがって、

　保育園、幼稚園と小学校との円滑な接続は、義務教育のスタV－一・トにあたり、重要な課題であ

　る。保・幼・小相互に幼児の情報を基に意見交換・協議する場や交流の場を設定すると共に、

　必要に応じて小学校も交えた保護者や関係機関との具体的な連携を進める。

ア　「育みたい資質・能力」や「育ってほしい姿」を踏まえた、学びと生活の連続性を図る教育

　課程の編成

　　小学校以降の生活や学習の基盤となることを考慮し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい

　姿」を踏まえた園教育・園生活の幼児の学び（活動、体験など）を、教育計画に位置付けて改

　善を進め、学びと生活の連続性を図った取組の充実を図る。実践に際しては、園児の生活経験

　や発達の過程を踏まえ具体的なねらいと内容を定めて園教育、園生活を計画・指導する。指導

　法や問題点を整理しながら評価し、その公表を通して保護者と結果を共有し改善に努める。

イ　友達とのかかわりを軸とした教育活動による、身の回りのことに意欲的に取り組む子どもの育

　成

　　幼児は遊びを含めた身の回りのことに取り組むことを通して義務教育につながる知、徳、体

　の基礎を培っている。幼児の自発的な身の回りのことに取り組む行動を促すために必要な教育

　環境の整備とよりよい指導方法の研究を進める。

〈主な取組〉

　（ア）幼稚園教諭指導推進事業（指導主事1名）

　（イ）教育支援委員会園訪問、相談、面談
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4　学 力 向 上

（1）　課題

　　　新発田市の小・中学校では、学力向上を目指し、これまで「新発田市授業スタンダード」

　　を活用した授業改善に取り組んできている。全国学力・学習状況調査や標準学力検査（N

　　RT）の結果を見ると、小・中学校ともに全国正答率を上回るかまたは、同等という結果

　　が継続しており、全市的には一定程度の学習内容が身に付いていると捉えている。しかし、

　　以下の課題もある。

　　ア　全国学力・学習状況調査の結果や標準学力検査の偏差値に学校間で差が見られる。

　　イ　全小中学校で「新発田市授業スタンダード」を自校化して活用するなど、授業改善が

　　　進んでいる。一方で、学習過程が形式化している様子もある，

　　ウ　いわゆる教師主導の教え込みやプリント学習に偏った授業が散見する、

【新発田市の学力向上の課題】

　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に全校体制で徹取り組むことで、

すべての子どもに豊かな資質・能力を育成する、

（2）　課題解決に向けた施策の展開

　①　学習と指導と評価の一体化

　　　新学習指導要領における学習評価は、主体的・対話的で深い学びの観点から、授業を行う

　　際の重要な役割を担うものとされている。各教科の目標や内容が、資質・能力の3つの柱で

　　整理されたことに対応し、学習評価の観点も3っになった。特に「思考力・判断力・表現力

　　等」については、パフォーマンス課題等の多様な評価方法で見取る視点が必要である、また

　　　「学びに向かう力、人間性等」では、子ども自身が、学習のめあてや見通しをもって学びを

　　調整したり、振り返りの場を設けて、めあての達成状況を自己評価したりするなどの工夫が

　　大切になる。これまで以上に、単元デザインを明確にし、ゴールと過程、現在地を子どもと

　　共有しながら、一人一人の学習を成立させていくことが重要である。

　　ア　指導主事による全小中学校への学校訪問指導で学校を支援する。

　　イ　単元デザインを意識した授業づくりを推進するため、研究主任を招1陪し「観点別学習

　　　評価の改善」等について研修会を開催する。

　　ウ　新学習指導要領を踏まえた研修、中学校英語、数学担当教員等を対象とした研修を教

　　　　育センターで実施し指導力の向上を図る。

　②データの分析と活用

　　　NRT標準学力検査や県教育委員会が実施する「Web配信集計システム」を活用して

　　授業改善を図る1、

　　ア　NRT標準学力検査や「Web配信集計システム」の結果を分析し、学力実態を把握

　　　し、自校の課題を明確にして確かな学力の定着を図る。

　　イ　　「Web配信集計システム」については、新発田市全体の結果をまとめ、定例校長会

　　　で情報提供をし、共通理解を図り、自校で活用できるようにする。

　③　しばたの心継承プロジェクトを核にしたカリキュラム・マネジメント

　　　子どもに学習の見通し、振り返りを通して、自らの学習状況を把握させ、自らの学習の

　　進め方にっいて調整しながら学ぼうとする力を自覚させる。
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5豊かな心の育成
（1）　課題

　　　豊かな心や感性は、多様な生活体験や人間関係によって培われる。しかし、子どもたちを見

　　ると、他者に対する関心や他者とのつながりを保とうとする意識が不足し、対人関係をうまく

　　構築できない子どもが目立つ。その要因の一っとして、学校や地域社会の多様な人間関係の中

　　で、社会性や対人関係能力を身に付ける機会が減少していることが挙げられる。

　　　市内の小・中学校の子どもたちも例外ではなく、人間関係をうまく構築できないことが結果

　　的にいじめや不登校等につながっている場合も少なくない。“いじめはどの学校でも起こり得

　　る、不登校はどの子にも可能性がある”という認識で、いじめ、不登校解消に向けて取り組ん

　　でいる。実際、文部科学省の平成29年度問題行動調査（カッコ内数字は平成28年度との比較）

　　によると「いじめ」認知件数は小学校で1校あたり2．24件（＋0．67件）、中学校で2．7件（－L2

　　件）、「不登校」の発生率は小学校で0．31％（－0．04％）、中学校3。12％（－O．03％）となっている。

　　特に、中学校では不登校の発生率は減少しているが、依然として発生件数が増加する状態が続

　　いている。このようなことから、社会性の育成をはじめとする豊かな心の育成は急務である。

（2）　社会性の育成をはじめとする豊かな心を育む教育の推進

　　　社会性の育成や豊かな心を育成するためには、道徳教育の充実を始めとして、かかわり合っ

　　て学ぶ授業や家庭や地域と連携した絆を深める体験活動の推進、人間関係づくりやコミュニケ

　　ーション能力の育成など、全教育活動を通した取組が必須である。

　①　全教育活動を通して育成すべき社会性（県のとらえ）

ア

イ

ウ

エ

自己有用感（自己肯定感、自尊感情等を含む）の獲得

人間関係づくりの能力の育成

規範意識の醸成

困難に対して、他者と協力しながら問題解決を図る意欲や態度の育成

②　社会性の育成をはじめとする豊かな心を育成するためのアブU一チ

　ア　多面的・多角的に考え、議論する道徳の授業づくりを推進し、生命尊重や思いやりの心を

　　　大切にする主体的判断力を育成する。

　イ　道徳との関連を重視した「豊かな体験活動、集団宿泊訓練、家庭や地域と連携した地域貢

　　　献活動、職場体験活動等」を推進し、人と主体的にかかわる喜びをもつ子どもを育成する

　　　ための「人間関係づくり」の能力を培う実践を行う。

　ウ　CAPプログラムを通して、児童生徒が安心して相談できる体制づくりを推進する。また、

　　　いじめの問題を自分のこととして捉える「いじめをしない、許さない、見逃さない」心や

　　　態度を育成する。

　工　同和教育の視点に立っ教育（「かかわる同和教育」の実践）を推進して人権感覚を高め、

　　　人の心のいたみが分かり、差別や偏見を許さない意識、態度を育成する。

　オ　学校内外における異学年交流や地域交流等の絆づくりの場の設定を通して、自己有用感を

　　　育成し、社会性を育む教育を推進する。

　力　学年や学校間を超えて教職員同士が協力し、各学校の課題を共有し、小学校6年間、中学

　　　校3年間、あるいは中学校区9年間を通しての意図的・計画的な社会性を育成する。

　キ　かかわり合って学ぶ授業づくり、学習規律を大切にした授業づくりを通して、社会性を育

　　　成する。

　ク　児童生徒のわずかな変化も見逃さないよう教職員の意識を向上させ、いじめや不登校、問

　　　題行動等に対する情報の共有化と即時対応できる校内指導体制の確実な運用及び関係諸

　　　機関との連携強化を図る。

一24一




